
区　分 橋梁数

計 64

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

1 羽田橋 志部橋 北田橋

2 松下橋 速水橋 恵比寿橋

3 坂田橋 本郷橋 児島橋

4 柳橋 吉田大橋 補給水3号橋

5 堰の橋 補給水6号橋 御蔵橋

6 泉橋 補給水5号橋 間之原橋

7 鹿島橋 補給水2号橋 大排水4号橋

8 補給水1号橋 分水橋 小泉町駅跨線橋
9 南速水橋 常光寺用水路1号橋

10 二本松橋 常光寺用水路3号橋

11 三本橋 萩原橋

12 千歳橋 南小横断歩道橋
13 榛名橋

14 学校橋

15 谷向橋

16 新田橋

17 加用水1号橋

18 加用水2号橋

19 加用水3号橋

20 補給水15号橋

21 補給水14号橋

22 補給水12号橋

23 補給水11号橋

24 補給水10号橋

25 補給水9号橋

26 補給水8号橋

27 補給水4号橋

28 富士橋

29 東谷橋

30 前原橋

31 雉の橋

32 大排水1号橋

33 大排水2号橋

34 大排水5号橋

35 大排水7号橋

36 万願寺橋

37 久保橋

38 常光寺用水路2号橋

39 鎌倉橋

40 西坂田橋

41 昭和橋

42 令和橋

43 南中横断歩道橋
44 西小横断歩道橋

※斜字は横断歩道橋および跨線橋

※群馬県橋梁点検要領（令和３年度改訂版）に基づいた点検結果

　■点検実施年度　令和５年度

　■定期点検結果一覧表（健全性の診断）

状　態

内訳

橋梁定期点検結果

Ⅰ　健全　　　　　 構造物の機能に支障が生じていない状態。 44

Ⅱ　予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全
の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

12

Ⅲ　早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずるべき状態。

8

Ⅳ　緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

0


